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笠間市内高校等通学生向け昼食提供事業 募集要領 

 

 

 

 

募集期間 ： 令和８年２月２０日（金）まで 
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≪問合せ≫ 

笠間市 産業経済部 商工課 

〒309-1792 笠間市中央三丁目２番１号 

TEL ：０２９６－７７－１１０１ 

FAX ：０２９６－７７－１１４６ 

ﾒｰﾙ  ：shoko@city.kasama.lg.jp



 

 

１．業務名 

第 2 回 笠間市内高校等通学生向け昼食提供業務委託 

 

２．趣旨及び目的 

　市内飲食店等と連携し、市内高校等に通学する生徒、学生等に昼食を提供することで、市内

飲食店等の振興及び地域経済の活性化とあわせて、物価高騰の影響を受ける生徒、学生及び保

護者等の経済的負担の軽減を図る。 

 

３．履行期間 

令和８年３月上旬から令和８年１２月２８日まで 

　　※配送先・配送日時は、笠間市と受注者が協議の上、笠間市が指定する。 

 

４．支払方法 

　毎月月末に報告書にて履行を確認し、翌月に当月分として、契約単価に発注数を乗じた金額

を支払う。 

 

５．応募（受注者）の要件 

（１）笠間市内に事業所を有し、事業を営む中小企業者または個人事業主であること。 

（２）本事業について、笠間市が実施する広報活動等に協力すること。 

（３）食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に定める営業許可を受けている、または同法

に定める営業届出を行っていること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当して

いない者及び同条第 2 項の規定により、笠間市における一般競争入札の参加を制限され

ていないこと。 

 

６．業務内容 

（１）弁当の製造 

　①弁当の量や質等は、高校等に通学する生徒、学生等に相応しい内容とし、提供する弁当の

写真を笠間市が指定する日までに提出すること。 

　②弁当の提供は、別表配送先に記載する高等学校等に通学する生徒等に対して、５回を予定

している。 

　③製造数は、１回の発注あたり概ね５０個から１００個程度を目安とするが、笠間市と受注

者が協議の上、笠間市が指定する。 

④笠間市が指定する日までにアレルゲン表示（特定原材料 8 品目）を記載したメニュー表

（別添参考例を参照）を笠間市に提出すること。 

⑤弁当は、再調理の必要がなく、常温での保存が可能または、保冷材等で衛生管理のうえ、

安全に配送及び保管ができること。 



⑥可能な限り、地場産品を使用すること。 

　⑦弁当容器は、回収を必要としない廃棄可能な容器を使用すること。また、環境に配慮した

製品を使用すること。 

（２）弁当の配送 

　　配送先及び配送日時は、笠間市と受注者が協議の上、笠間市が指定する。 

（３）衛生管理及び品質管理 

　　弁当の製造及び配送における衛生管理及び品質管理を適切に実施し、安全かつ確実に納品

が可能である体制を確保すること。 

（４）価格 

　　１食あたり１，０００円（消費税・配送に係る経費を含む）とすること。 

（５）実績報告書の提出 

　　受注者は、毎月月末に当月分の実績報告書（別添参考例を参照）を笠間市へ提出すること。 

（６）発注方法 

　　受注希望者からの応募情報をもとに笠間市が配送計画（配送個数、配送日時等を笠間市が

調整）を作成したうえで、配送予定日の１４日前までに受注者に発注する。 

 

（別表 配送先） 

 

７．応募方法 

　本要領を確認の上、受注を希望する事業者は、下記のとおり、笠間市に申し込むものとする。 

（１）提出書類 

笠間市内高校等通学生向け昼食提供業務申込書（電子申請、郵送・メール可） 

（２）提出先 

笠間市 産業経済部 商工課 

（３）提出期限 

　　令和８年２月２０日（金）　１７時 

 

 

 

 名称 住所

 １ 茨城県立笠間高等学校 笠間市笠間１６６８番地

 ２ 茨城県立ＩＴ未来高等学校 笠間市大田町３５２番地１５

 ３ 日本ウェルネス高等学校 笠間市南吉原１１８８番地

 ４ 茨城県立友部特別支援学校 笠間市鯉淵６５５８番地１

 ５ 茨城県立友部東特別支援学校 笠間市鯉淵６５２８番地１

 ６ 茨城県立中央看護専門学校 笠間市鯉淵６５２８番地

 ７ 茨城県立笠間陶芸大学校 笠間市笠間２３４６番地３

 ８ 笠間地区建設高等職業訓練校 笠間市笠間１６８８番地１１



※電子申請※ 

下記 URL 又は二次元コードからいばらき電子申請サービスを利用して申請してください。 

 

https://apply.e-tumo.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=83928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．その他 

（１）受注者は、本業務を実施する中で知り得た情報を本業務の利用目的以外に利用してはな

らない。 

（２）本業務に関連する法令、通達等を遵守すること。 

（３）その他、疑義が生じた場合は、笠間市と受注者が協議の上決定する。 

 

９．問合せ先 

　笠間市　産業経済部　商工課　商業振興グループ（担当：片岡・鶴田・安達） 

〒309-1792　笠間市中央三丁目２番１号 

　　電　話：０２９６－７７－１１０１（内線５１０） 

　　ＦＡＸ：０２９６－７７－１１４６ 

　　E-mail：shoko@city.kasama.lg.jp

 

電子申請はこちらから


